






「屋外広告物条例ガイドライン（案）」改正のポイント 
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（１）屋外広告物の所有者又は占有者についても、表示者、設 
   置者、管理者と同様に、当該屋外広告物の補修、除却、 
   その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保 
   持する責務があることを追記。 

（２）広告物の所有者等※は、屋外広告士その他これと同等以 
   上の知識を有する者に、当該屋外広告物の本体及び接合 
   部、支持部分等の劣化及び損傷の状況を点検させなけれ 
   ばならない旨の規定を追加。 

（３）広告物の所有者等は、許可の更新等の申請を行う場合 

   に、（２）の点検結果を都道府県知事に提出するものと 

   する旨の規定を追加。 

 

 ※所有者等・・・所有者、占有者、表示者、設置者、管理者 

前回の審議会の
報告（再掲） 



三重県屋外広告物条例改正にあたって検討
すべきポイント 
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１．点検義務及び点検報告義務の対象とする屋外広告物の範囲 

  ①点検義務の対象 

  ②点検報告義務の対象 

２．点検者の資格要件 

３．点検項目及び点検方法 

４．点検の実施時期 

５．管理者の資格要件 

    



１．点検及び点検報告義務の対象とする屋外広告物の範囲 
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【現状】 

 点検義務は、継続許可を要する広告物 

 点検報告義務は、表示面積１㎡以上の継続許可を要する広告物 
 

（許可の期間、条件及び更新） 

 条例第10条第3項「許可の期間満了後更に継続して広告物を表示し、又は掲出
物件を設置しようとする者は、期間満了の日の十日前までに更に申請して許
可を受けなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。
ただし、貼り紙、貼り札等、広告旗及び立看板等にあつては、許可の更新を
することはできない。」 

（点検義務） 

 条例第11条「前条第三項の規定による許可を受けようとする者は、当該許可
を受けようとする広告物又は掲出物件について、あらかじめ倒壊又は落下の
おそれの有無その他安全性等を点検の上、規則で定めるところによりその結
果を知事に報告しなければならない。」 

（点検報告） 

 規則第9条「条例第十一条の規定による報告は、屋外広告物継続許可申請書の
提出の際、屋外広告物（掲出物件）自己点検結果報告書（第九号様式の七）
により行わなければならない。ただし、当該広告物の表示面積が一平方メー
トル未満の場合は、この限りでない。」 
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【条例ガイドライン（案）の解釈】 

 対象を明記していない。 
 

【基本的な考え方】 

 ①点検義務の対象範囲は、安全性確保の重要性を考慮した基準とす
る。 

 ②点検報告義務の対象範囲は、把握が必要と思われる広告物の規模
や許可件数の状況を勘案して検討する。 

 

【検討案】 

 ①点検義務の対象：許可の要・不要にかかわらず、すべての広告物
（貼り紙、張り札等、広告旗及び立看板等の簡易な広告物は除く） 

 ②点検報告義務の対象：許可を要するもののうち表示面積１㎡以上
の広告物 

 

１．点検及び点検報告義務の対象とする屋外広告物の範囲 

  続き 







２．点検者の資格要件① 
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【現状】 

 点検義務に関する規定はあるが、点検者の資格要件に関する規定はない。 

（点検義務） 

 条例第11条「前条第三項の規定による許可を受けようとする者は、当該
許可を受けようとする広告物又は掲出物件について、あらかじめ倒壊又は
落下のおそれの有無その他安全性等を点検の上、規則で定めるところによ
りその結果を知事に報告しなければならない。」 

 

【条例ガイドライン（案）の解釈】 

「屋外広告士その他これと同等以上の知識を有する者」 

 ①改正の趣旨：技術的な知識を持った者が点検を行うことが望ましい。 

 ②平成28年12月から屋外広告業の事業者団体が公益目的事業として実施
する広告物の点検技能講習の修了者は該当。 

 ③地域の実情（県下の屋外広告士の人数や、自治体独自の講習会の内容
等）を勘案し、自治体が実施する講習会修了者等を加えることも可能。 



２．点検者の資格要件①続き 
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【基本的な考え方】 

 ①条例ガイドライン(案)で記述された「屋外広告士その他これと同等以上の
知識を有する者」における「同等以上の知識を有する者」の資格要件につ
いては、点検基準項目に関する専門的な知見を有する資格者を対象とする。 

 ②自治体が実施する講習会修了者については「同等以上の知識を有する者」
とは言い難い。 

 

【検討案】 

 ①屋外広告士 

 ②一般社団法人 日本屋外広告業団体連合会が実施する点検技能講習修了者 

 ③建築士（１級、２級、木造） 

 ④電気工事士（第１種、第２種） 

 ⑤電気主任技術者（第１種、第２種、第３種） 

 ⑥職業訓練指導員（広告美術科、帆布製品製造取付） 

 ⑦技能検定合格者（広告美術仕上げ、帆布製品製造取付） 

 ⑧その他知事が同等以上の知識を有する者と認定した者 





３．点検項目① 
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【現状】 

 平成２８年度から「屋外広告物(掲出物件)自
己点検結果報告書」の点検項目を充実すると
ともに、写真添付を義務付けている。 

（屋外広告物関係法令集54ページに掲載） 
 

【条例ガイドライン（案）の解釈】 

「屋外広告業の事業者団体が作成している技術基準
等を参考に、主に広告物の接合部、支持部分等の
変形又は腐食、主要部材の変形又は腐食、ボルト、
ビス等の緩み又は劣化、表示面の破損等を確認す
ることが望ましい。」 



３．点検項目①続き 
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【基本的な考え方】 

 ①平成28年度から県独自の点検項目を拡充しており、事業者団体が推奨
している点検基準（案）の点検項目を網羅していること。 

 ②今回の改正による混乱を避けること。 

 これらを踏まえ現状の点検項目を基本とする。 

 

【検討案】 

（現状の点検項目） 

 ①基礎及び取付（支持）部分の変形、腐食、亀裂等 

 ②主要部材の変形、腐食、劣化等 

 ③ボルト、ビス等のさび、緩み、脱落等 

 ④表示面の汚染、変色又は剥離 

 ⑤表示面の破損 

 ⑥照明又はネオン設備等の異常 

 ⑦その他必要な点検箇所 



点検方法② 
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【現状】 

 基本は目視のみとし、必要に応じて打音、検査等を求めている。 
 

【条例ガイドライン（案）の解釈】 

「屋外広告業の事業者団体が作成している技術基準等を参考に、主に
広告物の接合部、支持部分等の変形又は腐食、主要部材の変形又は
腐食、ボルト、ビス等の緩み又は劣化、表示面の破損等を確認する
ことが望ましい。」 

 

【基本的な考え方】 

 高所に設置されている屋外広告物は、安全性確保を重視した基準と
する。 

 

【検討案】 

 １㎡以上かつ高さ４ｍ超※1の許可を要する広告物は、有資格者によ
る目視点検を行う。 

 ※1：「高さ４ｍ超」は建築基準法の建築確認申請を必要とする高さの基準
を準用。 



４．点検の実施時期 
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【現状】 

 ①許可を要する広告物について、許可の更新時に点検する。 

 ②許可を要しない広告物については、点検義務を明記していない。 
 

【ガイドラインの解釈】 

 許可時および許可の更新時。 
 

【基本的な考え方】 

 ガイドラインに同じ 
 

【検討案】 

 ①許可を要する広告物は、許可時および許可の更新時に点検する。 

 ②許可を要しない広告物は、設置後３年以内毎に点検する。 

 ③点検記録は当該広告物を撤去するまでの間、保持する。 

 



５．管理者の資格要件 
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【現状】 

    管理義務および管理者の設置義務に関する規定（条例第15条、第16条）はあ
るが、管理者の資格要件は定めていない。 

 

（管理義務） 

 条例第15条「広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又は管理するものは、これら
に関し補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持しなければならない。」 

（管理者の設置義務） 

 条例第16条「この条例の規定による許可を受けて広告物を表示し、又は掲出物件を設置する
者は、当該広告物又は掲出物件を管理する者を置かなければならない。」 

 

【条例ガイドライン（案）の解釈】 

「屋外広告士その他の規則で定める資格を有する者」 
 

【基本的な考え方】 

 管理者の資格要件について、条例ガイドライン（案）では従来から規定され
ていること、また、屋外広告物の適正な管理及び安全対策をより一層充実す
るため、今回ガイドラインが改正されていることから、本県においても管理
者への資格要件を定める必要がある。 

 

【検討案】 

 表示面積1㎡以上かつ高さ4m超の広告物については、点検者の資格要件と同
様の資格を有する者。それ以外の広告物については資格要件なし。 







有資格者による点検・管理を要する広告
物の一覧表 
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広告物の形態 管
理
者
の
設
置 

管
理
者
と
な
る
た

め
の
資
格
の
要
否 

点
検
の
実
施 

 

点
検
実
施
す
る
た

め
の
資
格
の
要
否 

点
検
結
果
の
報
告 

(1) 表示面積1㎡以上かつ上端の高さ
が4m超の広告物 

◯ ● ◯ ● ◯ 

(2) 表示面積1㎡以上かつ上端の高さ
が4m以下の広告物 

◯ － ◯ － ◯ 

(3) 表示面積1㎡未満の許可を要する
広告物 

◯ － ◯ － － 

(4) 許可を要しない広告物 － － ● － － 









ネーミングライツ対象施設の拡大について 

「県有施設に対するネーミングライツの導入に関する基本方針」 

 対象施設の定義を「県有施設のうち広告効果が見込まれる施設」に変更 

⇒平成２９年度より県管理の歩道橋、都市公園を対象施設に加える。 

⇒ただし、歩道橋は禁止物件であり、愛称の表示を認めるにあたって、 

 特に良好な景観との調和や公衆に対する危害の防止、自動車の運転手等 

 からの視認性の確保の観点から、一定の制限を設ける必要があるため、 

 運用基準を設ける。 

前回の審議会で報告済み 
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・本県では、平成１６年に、イメージカラーについては広告物とは取り扱わない旨 

 整理しており、コンビニエンスストア等において、イメージカラーのみのプレー 

 トは広告物として取扱っていないため、壁面面積１／２の基準も問題がなかった。 

・一部のコンビニエンスストアにおいて、平成２９年３月にイメージカラーが色彩の 

 商標登録として認可された。商標登録された色彩は、特定のイメージを連想させる 

 ことを前提としていることから広告物の定義に含まれることとなる。 

 今後、他の企業においても、同様に商標登録されることが予想され、多くの店舗に 

 おいて違反状態となる恐れがある。 

解釈変更を行う経緯 

（１）イメージカラーの商標登録の認可 
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・平成２９年３月に、近隣他府県や政令指定都市など計３４の 

 自治体に壁面広告の許可基準に関して照会。 

 

（結果） 

・当県の規定と同様に、段差のある壁面について、別壁面とみ 

 なす自治体は１県と２市のみ。 

 しかし、この３つの自治体は、壁面に対する面積割合の基準 

 を設けていないため、当県と同じ課題を持つ自治体は無い。 

解釈変更を行う経緯 

（２）近隣他府県への照会結果 
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案内図板等の広告物掲出にかかる規制の弾力化 

＜背景＞ 

・近年、案内図板や公共掲示板等、公益上必要な施設又は物件に屋外広 

 告物を表示し、その広告料収入をこれらの施設等の設置又は維持管理 

 に要する費用に充てる取組がみられる。 

 

・平成２８年３月に国において策定された「明日の日本を支える観光ビ 

 ジョン」において、多言語表示に対応した観光案内図板等の公共デジタ 

 ルサイネージの設置を促進するため、「公共デジタルサイネージへの広 

 告掲出に係る屋外広告物規制の運用を弾力化」することが位置付けられ 

 た。 

こうした状況をふまえ、広告料収入の活用による公益上必要な施設又は
物件の設置又は維持管理を促進するため、国土交通省は「屋外広告物条
例ガイドライン（案）」を平成29年3月23日に改正。 
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屋外・店頭・公共空間・交通機関など、あらゆる場
所で、ディスプレイなどの電子的な表示機器を使っ
て情報を発信するシステムを総称して 「デジタルサ
イネージ」と呼ぶ。 

デジタルサイネージとは・・・ 
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